
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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中小企業向けの 『所得拡大促進税制』

要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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インボイス導入に伴う法人税等の経理方式の変更可否 インボイス制度の概要

（※1）仕入税額控除とは
  課税事業者が納税する消費税額は、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を
   差し引いた分を納税します。この仕組みを仕入税額控除といいます。

 ② 請求書の保存
   一定の取引を除き、原則、次の請求書等について保存が必要です。（電磁的記録での保存も可）
   1. インボイス又は簡易インボイス
   2. 仕入明細書等（インボイスの記載事項があり、相手方の確認を受けたもの）etc.

 インボイスとは「適格請求書」、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」といいます。令和５年
１０月１日から開始します。令和５年９月３０日までに登録申請書を提出しておくと、１０月１日から
登録を受けることができます。
 インボイス制度による影響
  売手側･･･買手から求められたときはインボイスの交付が必要
  買手側･･･原則としてインボイス等の保存が仕入税額控除の要件（※1）

売手としての注意点
 ① 交付の義務
  インボイス発行事業者には、買手（課税事業者）の求めに応じ、インボイスを交付する義務があり
   ます。軽減税率対象品目の販売がない場合にも、この義務は生じます。
  返品や値引き等、売上に係る対価の返還を行う場合には「返還インボイス」を、交付したインボイ
   スに誤りがあった場合には「修正インボイス」を交付します。
 ② 保存の義務
  ①で交付したインボイスについて、写しを保存する義務があります。
   交付や保存が確実に遂行できるよう、書式やシステムを準備し、従業員様への理解を深めておく
   ことが大切です。なお、買手が免税事業者や一般消費者であれば、交付の義務がありません。
   インボイス発行事業者の登録は強制ではありませんので、主要な売り先が課税事業者であるのか
   一般消費者であるのかによって、登録すべきかどうかの判断基準となります。
買手としての注意点
 ① 帳簿の保存
   保存期間はこれまでと変わらず、課税期間の末日の
   翌日から ２月を経過した日から ７ 年間です。
   基本的記載事項を満たした帳簿の保存が必要と
   なります。

 いよいよ１０月からインボイス制度が始まります。
 今月号ではインボイス制度の概要や影響、準備すべきことなど、開始までに最低限押さえておきたい
ポイントを、改めてお伝えいたします。

〇基本的記載事項
①課税仕入の相手方の氏名又は名称
➁取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④対価の額


